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　熊本県環境影響評価条例に基づき、町が計画してい
る（仮称）原水駅周辺土地区画整理事業の「環境影響評
価方法書」の縦覧および住民説明会を行います。環境
保全の見地から意見がある人は、意見書を提出するこ
とができます。

環境影響評価方法書の縦覧
◆期間　６月２日㈮～７月３日㈪
　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　（㈯㈰㈷を除く）
◆場所　都市計画課、西部支所（光の森町民センター）
　　　　町ホームページでも閲覧できます。
◆意見書の提出方法　住所、氏名、環境保全の意見を
記入し、都市計画課に７月18日㈫（当日消印有効）
までに提出してください。

　〈郵送先〉〒869‒1192（住所不要）
　　　　　　菊陽町役場　都市計画課 宛

住民説明会
◆日時　６月21日㈬　午後７時～
◆場所　防災センター会議室

環境影響評価方法書の
意見募集を行います
問 都市計画課　都市計画係　☎（232）4927

調
査
の
概
要

　
人
口
増
加
お
よ
び
企
業
立
地
な
ど
に
伴

い
、
町
内
全
域
で
朝
夕
の
通
勤
・
退
勤
時

間
帯
に
交
通
渋
滞
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

今
後
さ
ら
に
交
通
量
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、

渋
滞
対
策
は
喫
緊
の
課
題
で
す
。
そ
の
た

め
、
昨
年
１
月
に
引
き
続
き
、
４
月
17
日
、

18
日
の
２
日
間
、
セ
ミ
コ
ン
テ
ク
ノ
パ
ー

ク
周
辺
、
菊
陽
バ
イ
パ
ス
、
光
の
森
周
辺

な
ど
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
交
差
点
20
カ

所
で
、
町
の
職
員
延
べ
55
人
を
動
員
し
て

車
列
の
長
さ
や
右
折
矢
印
信
号
の
通
過
台

数
を
計
測
す
る
な
ど
の
交
通
渋
滞
実
態
調

査
を
行
い
ま
し
た
。

渋
滞
対
策
に
向
け
た
取
り
組
み

　
調
査
は
、
今
後
も
継
続
的
に
実
施
し
、

調
査
結
果
は
、
県
や
近
隣
市
町
村
と
情
報

共
有
し
な
が
ら
、
渋
滞
の
推
移
を
み
る
こ

と
で
、
現
在
進
め
て
い
る
道
路
整
備
の
効

果
や
課
題
を
評
価
し
、
将
来
の
渋
滞
対
策

に
向
け
た
取
り
組
み
に
活
用
し
ま
す
。

　
現
在
、
町
で
は
、
渋
滞
緩
和
の
た
め
の

主
な
事
業
と
し
て
、
県
と
連
携
し
な
が
ら
、

菊
陽
空
港
線
延
伸
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、

令
和
８
年
度
末
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
と
連
携
し
な
が
ら
国
道
57

号
と
南
方
大
人
足
線
の
交
差
点
の
整
備
を

進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業
を
速
や

か
に
進
め
る
こ
と
で
、
渋
滞
緩
和
に
つ
な

が
る
と
期
待
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
生

活
の
利
便
性
向
上
や
安
全
確
保
に
向
け
、

ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面
で
対
策
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
取
り
ま
と
め
次
第
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
し
ま
す
。

第
２
回
交
通
渋
滞
実
態
調
査
を
行
い
ま
し
た

　町では、総合計画や都市計画マスタープラ
ンなどの主要な計画に、三里木～原水駅間に
新駅を設置し、周辺の市街地整備を進める構
想を掲げ、昨年２月にはＪＲ九州へ新駅設置
を要望し、その後もＪＲ九州との協議を進め
ています。
　このたび、新駅の設置に関する町民の皆さ
んの期待や新駅の利用意向などを確認するた
め、アンケートを行いますのでご協力くださ
い。
◆回答期限　６月16日㈮

新駅を中心としたまちづくり
に関するアンケートを
実施します！
問 総合政策課　地域振興係　☎（232）2112

問
建
設
課　
建
設
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
５

国
保
税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す

　
国
保
税
は
、
国
民
健
康
保
険（
国
保
）に

加
入
し
て
い
る
人
ご
と
に
算
定
し
、
課
税

さ
れ
ま
す
。
制
度
上
、
世
帯
主
が
国
保
に

加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中
に
国

保
加
入
者
が
い
れ
ば
国
保
税
は
世
帯
主
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

◆
変
更
届
は
14
日
以
内
に

　
世
帯
の
中
で
社
会
保
険
に
加
入
・
脱

退
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
は
、
税
額
が
変

わ
り
ま
す
。
加
入
・
脱
退
か
ら
14
日
以

内
に
健
康
・
保
険
課
ま
た
は
西
部
支
所

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

◆
所
得
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
国
保
税
の
所
得
割
は
、
前
年
の
所
得

を
も
と
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
所
得
の
申

告
を
し
て
い
な
い
人
は
、
税
額
の
軽
減

判
定
や
高
額
療
養
費
支
給
額
の
判
定
な

ど
が
行
え
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
４
年
中
の
収
入
が
遺
族
年
金
や

障
害
年
金
、
雇
用
保
険
の
給
付
金
な

ど
の
非
課
税
所
得
だ
け
の
人
や
、
無

収
入
だ
っ
た
人
も
申
告
は
必
要
で
す
。

町
県
民
税
は
今
年
１
月
１
日
現
在

の
住
所
地
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す

　
町
県
民
税
は
、
今
年
１
月
１
日
現
在
、

本
町
に
住
所
が
あ
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
１
月
２
日
以
降
に
本
町
に
転
入
し
た
人

は
、
今
年
１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
区

町
村
か
ら
納
付
書
が
届
き
ま
す
。

　
会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
人
で
、
町
県

民
税
が
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
人

は
、
会
社
か
ら
通
知
書
が
渡
さ
れ
ま
す
。

問
税
務
課　
住
民
税
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
１

　５月16日、町とＪＡＳＭ、県、水循環型営農推
進協議会、くまもと地下水財団の５者の間で「熊
本地域における地下水かん養推進に関する協定」
を締結しました。
　ＪＡＳＭは、ＴＳＭＣ、ソニーグループ、デン

ソーが出資するＴＳＭＣの子会社で、新工場を建
設中です。同社は、新工場で使用する地下水の
100％以上をかん養する目標を掲げています。
　この協定は、水田に張った水を地下に浸透させ
蓄える水田湛水事業などの地下水かん養施策を具
体的に検討・推進するために、ＪＡＳＭおよび関
係機関が協力して取り組むことを目的としたもの
です。
　ＪＡＳＭの堀田社長は「この協定は、地下水か
ん養目標の具現化に向けた大きな一歩です。地下
水は熊本が世界に誇る大事な資源であり、ＪＡＳＭ
はその大事さとありがたさを深く認識しています。
熊本の皆さまと共に地下水を守る責務を全うすべ
きと考えています」と話しました。
　今後も、各地域の農業関係者と協力しながら、
５者間で連携して地下水保全の取り組みを進めて
いきます。

納
税
通
知
書
を
送
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
税
と
町
県
民
税

ＪＡＳＭと地下水かん養推進に関する協定を締結
問 商工振興課　商工振興係　☎（232）2165

大切な地下水を守るために 

令
和
５
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税（
国
保

税
）と
町
県
民
税
の
納
税
通
知
書（
納
付

書
）を
６
月
中
旬
に
送
り
ま
す
。
納
付
書

が
届
い
た
ら
、
期
限
内
に
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

所得証明書・課税証明書
の発行
　令和５年度（令和４年中の所
得）の所得証明書・課税証明書
などは６月１日㈭から発行し
ます。
　今年１月２日以降に本町に
転入した人の令和５年度の各
種税証明書は、今年１月１日
現在に住んでいた市区町村が
発行します。

※現段階での構想イメージです

アンケートは
こちらから
（１人１回）

セミコンテクノパーク方面の渋滞調査を行う町職員

協定締結後の記念撮影の様子（中央がＪＡＳＭ堀田社長）


